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件と利害相反する事件』とはいえないとしても、遺言執行者としての職務の

公正さを疑わしめ、遺言執行者に対する信頼を害するおそれがあり、ひいて

は弁護士の職務の公正さを疑わしめるおそれがある」「旧弁護士倫理第４条

（信義誠実）及び第５条（名誉と信用、品位）に反し、弁護士としての品位

を失うべき非行に該当する。」とした。そして、この処分の取消訴訟におい

て、東京高裁は請求を棄却している（東京高判平成18・12・12平成18年（行

ケ）10号公刊物未登載・懲戒処分取消請求事件）。

　この事案は遺言執行事務の終了後のものであり、その点で本件とは事案を

異にしている。そして、日弁連懲戒決定及び高裁判決は、遺言執行者として

の職務の中立、公正と弁護士の職務の公正さに対する信頼を重視し、遺言執

行事務が終了していても、特定の相続人の訴訟代理人となった行為は、一般

的行動指針である（旧）弁護士倫理規定４条及び５条に違反するとした。

　しかしながら、弁護士の一般的行動指針を定める（旧）弁護士倫理規定４

条及び５条の問題とする処理に対しては、懲戒の該当性についてはできる限

り具体的懲戒規範に基づくべきであり、また抽象論で決着をつけるのは安易

にすぎるとの批判があり、今後の懲戒事案がいかなる条項で処理されるかは

流動的と思われる⒂。

Key Point

これまで弁護士人口の少ない地域では、本件のように遺言執行者であ

る弁護士が、遺留分減殺請求や遺言無効確認請求といった相続人間の

訴訟において、特定の相続人の代理人を務めるといった実務が少なか

らず行われていたようである。現在では、遺言執行業務が終了してい

ると否とにかかわらず、この種の相続人間の訴訟において特定の相続

人の代理人となることは許されないという懲戒先例が確立したといえ

るので、注意が必要である。
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第１章　依頼者との関係

10日上告棄却）。

　「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義

務を有し（民1012条）、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の

処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない（民1013条）。

すなわち、遺言執行者がある場合には、相続財産の管理処分権は遺言執行者

にゆだねられ、遺言執行者は善良なる管理者の注意をもって、その事務を処

理しなければならない。したがって、遺言執行者の上記のような地位・権限

からすれば、遺言執行者は、特定の相続人ないし受遺者の立場に偏すること

なく、中立的立場でその任務を遂行することが期待されているのであり、遺

言執行者が弁護士である場合に、当該相続財産を巡る相続人間の紛争につい

て、特定の相続人の代理人となって訴訟活動をするようなことは、その任務

の遂行の中立公正を疑わせるものであるから、厳に慎まなければならない。

弁護士倫理26条２号は、弁護士が職務を行い得ない事件として、『受任して

いる事件と利害相反する事件』を掲げているが、弁護士である遺言執行者が、

当該相続財産を巡る相続人間の紛争につき特定の相続人の代理人となること

は、中立的立場であるべき遺言執行者の任務と相反するものであるから、受

任している事件（遺言執行事務）と利害相反する事件を受任したものとして、

上記規定に違反するといわなければならない。」

解　説

１　遺言執行者の地位

　遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために一定の行為を必要とする場

合、それを行うため特に選任された者⑴をいう。より実質的に定義すれば、

遺言者の最終意思の表明である遺言を解釈し、その真実の意思の実現を任務

とする者である（最判昭和30・5・10民集9巻6号657頁〔27003049〕）。

　遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し（民

1012条１項）、遺言執行者がある場合、相続人は遺言執行の妨害行為が禁止

される（民1013条）。そして、遺言執行者は相続人の代理人とみなされる（民
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東京高判平成15・4・24判時1932号80頁〔28111670〕

事例５ 利益相反の確認

事案の概要

　弁護士ＹはＡから公正証書遺言の作成について依頼を受け、その遺産の全

部を養子Ｂに相続させる旨の遺言公正証書が作成され、Ｙが遺言執行者に指

定された。

　Ａが死亡し、Ｙは遺言執行者に就任した（争いあり）が、相続人であるＸ

らはＢを相手方として遺留分減殺請求の調停を申し立て（本件調停事件）、

Ｙは、本件調停事件についてＢの代理人となった。Ｘらの代理人弁護士が裁

判所に対し、遺言執行者であるＹが本件調停事件の相手方代理人になり得る

のか疑義を述べたため、ＹはＢの代理人を辞任した。

　その後、Ｘは、Ｙの所属する単位弁護士会に対し、Ｙが遺言執行者であり

ながら、本件調停事件において相手方であるＢの代理人となったことなどを

理由として、Ｙに対する懲戒を申し立てたが、同弁護士会は、Ｙを懲戒手続

に付さない旨の決定をした。Ｘはこれを不服として、日弁連に対して異議の

申出をしたところ、日弁連は、上記決定を取り消し、遺言執行者は相続人の

代理人であり（民1015条）、遺言執行者に就任後、少なくとも執行終了まで

の間、個々の相続人から遺留分減殺請求事件等を受任することは、（旧）弁

護士倫理規定26条２号に違反するとして、Ｙを戒告する懲戒処分（本件処分）

をした。

　そこで、Ｙは本件処分の取消しを求めて、東京高裁に提訴したのが本件で

ある。

判　旨

　東京高裁は、以下のとおり判示して、Ｙの請求を棄却した（平成18年３月
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